
1 

 

   長野市建築物における駐車施設の附置等に関する条例施行規則 

 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、長野市建築物における駐車施設の附置等に関する条例（昭和41

年長野市条例第93号。以下「条例」という。）の施行について必要な事項を定める

ものとする。 

 （駐車施設の附置届） 

第２条 条例第３条から第４条までの規定により、駐車施設を附置しなければならな

い者は長野市駐車施設附置等（変更）届（様式第１号）及び別表に掲げる書類を建

築基準法（昭和25年法律第 201号）第６条第１項若しくは第６条の２第１項に規定

する確認の申請又は同法第18条第２項若しくは第４項の規定による通知をする前 

に、市長に提出しなければならない。 

２ 前項の規定は、条例第７条第２項前段の規定による届出について準用する。この

場合において、建築物又は建築物の敷地に駐車施設を附置することができない具体

的な理由を明らかにした書類（以下「敷地外附置理由書」という。）を添付しなけ

ればならない。 

３ 条例第７条第２項後段の規定による届出は、長野市駐車施設附置等（変更）届 

（様式第１号）、別表に掲げる書類、敷地外附置理由書及び届け出た事項を変更す

る具体的な理由を明らかにした書類を提出することによつて行うものとする。 

４ 条例第９条の２第１項の規定により、駐車施設の台数を減じ、全部又は一部の位

置を変更しようとする者は、長野市駐車施設附置等（変更）届（様式第１号）、別

表に掲げる書類及び当該駐車施設の台数を減じ、全部又は一部の位置を変更する具

体的な理由を明らかにした書類をあらかじめ、市長に提出しなければならない。 

 （駐車施設の廃止届） 

第３条 条例第３条から第４条までの規定により附置された駐車施設（条例第７条第

１項の規定により建築物又はその敷地内に附置したものとみなされる駐車施設を含

む。）の所有者又は管理者は、当該駐車施設を廃止したときは、長野市駐車施設附

置等廃止届（様式第２号）を当該廃止した日の翌日から起算して10日以内に、市長

に提出しなければならない。 

 （立入検査をする職員の身分証明書） 

第４条 条例第10条第２項に規定する立入検査をする職員の身分を示す証書は、立入

検査証（様式第３号）とする。 

 （措置命令書） 

第５条 条例第11条に規定する措置の命令は、措置命令書（様式第４号）によるもの

とする。 

 （補則） 

第６条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

 

附 則 

（施行期日） 
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１ この規則は、昭和49年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則施行の際、現に改正前の条例の規定に基づいて提出された書類の取り扱

いについては、この規則の規定に基づいてなされたものとみなす。 

附 則（平成元年１月９日規則第１号） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現に存する様式等の用紙等は、当分の間、必要な補正を加え

て、これを使用することができる。 

附 則（平成６年６月30日規則第22号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成６年７月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現に改正前の長野市建築物における駐車施設の附置等に関す

る条例施行規則の規定に基づき存する用紙は、当分の間必要な補正を加えて、これ

を使用することができる。 

附 則（令和３年11月10日規則第48号） 

（施行期日） 

１ この規則は、令和４年１月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現に存する用紙は、当分の間必要な補正を加えて、これを使

用することができる。 

附 則（令和８年３月30日規則第16号） 

この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

 

別表（第２条関係） 

書類 記載事項 

駐車施設の付近見取図 

（縮尺 2,500分の１） 

方位、道路、目標となる物件、位置及び条例第３条から

第４条までの規定に該当する建築物（以下「建築物」と

いう。）との距離 

駐車施設の配置図 縮尺、方位、位置、規模、駐車施設内外の車路の位置及

び幅員並びに敷地が接する道路の位置及び幅員 

駐車施設の各階平面図 縮尺、方位、間取り、規模並びに駐車施設内外の車路の

位置及び幅員 

建築物の配置図 縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位

置並びに敷地が接する道路の位置及び幅員 

建築物の各階平面図 縮尺、方位、間取り及び各室の用途 

駐車施設の規模に関す 条例第３条から第３条の４までの規定により算定するた
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る計算書 めに必要な数値 
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様式第１号（第２条関係） 

 

長野市駐車施設附置等（変更）届 

 

年  月  日  

   （宛先）長野市長 

 

                     住 所 

                     氏 名 

                     連絡先（電話） 

                      法人にあつては、主たる事務所の 

                      所在地、名称及び代表者の氏名 

 

駐車施設を附置等（変更）するので、長野市建築物における駐車施設の附置等に関

する条例施行規則の規定により、次のとおり届け出ます。 

駐 

車 

施 

設 

１ 設 置 場 所  □敷地内  □敷地外（                 ） 

２ 権 利 関 係 

 □所有地  

 □借地等 
借地等の

所 有 者 

住所  

氏名  

３ 規 模 

区 分 
区分別収容台数 

小型車用 普通車用 車椅子用 荷さばき用 

敷地内 台 台 台 台 

敷地外 台 台 台 台 

合 計 台 台 台 台 

建 

築 

物 

４ 所 在 地  

５ 地 区 ・ 地 域  □駐車場整備地区  □商業地域  □近隣商業地域  □周辺地区 

６ 規     模 

特定用途（共同住宅を除く。）に供する部分の合計 ㎡ 

百貨店   ㎡ 事務所   ㎡ 倉庫    ㎡ その他   ㎡ 

共同住宅の用途に供する部分 戸         ㎡ 

非特定用途に供する部分 ㎡ 

駐車施設の用途に供する部分 ㎡ 

合計 ㎡ 

担当者の氏名及び連絡先 氏名 電話 

※備考 

注 ※欄は、記入しないでください。 
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様式第２号（第３条関係） 

 

長野市駐車施設附置等廃止届 

 

年  月  日  

   （宛先）長野市長 

 

                     住 所 

                     氏 名 

                     連絡先（電話） 

                      法人にあつては、主たる事務所の 

                      所在地、名称及び代表者の氏名 

 

駐車施設を廃止するので、長野市建築物における駐車施設の附置等に関する条例施

行規則の規定により、次のとおり届け出ます。 

 

１ 駐車施設の設置場所及び建築物の所在地 

 

 

２ 廃止理由 

 

 

３ 廃止（予定）年月日 
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様式第３号（第４条関係） 

 （表） 
6
.
0
セ
ン

チ
メ

ー
ト

ル
 

 
 

年  月  日交付第  号（使用期間１ヶ年） 
 

  
職     名 氏        名 生 年 月 日 

  

       

  

建築物、駐車施設等 

立 入 検 査 証 
 
 

長野市長        □印  

 

 
   8.5 センチメートル   

 
 
 

 （裏） 

  

長野市建築物における駐車施設の附置等に関する条例抜粋 

第10条 市長は、この条例を施行するため必要な限度において、建築物又は

駐車施設の所有者又は管理者から報告若しくは資料の提出を求め、又は当

該職員をして建築物又は駐車施設に立ち入り、検査をさせることができ 

る。 

２ 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証書を携帯

し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。 
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様式第４号（第５条関係） 

 

長野市指令 第  号  

年  月  日  

 

 住 所（所在地） 

 氏 名（名 称） 

 

         様 

 

長野市長        印  

 

措 置 命 令 書              

 

 建築物の所在地 

 

 建築物の用途及び規模 

 

 上記の建築物は、長野市建築物における駐車施設の附置等に関する条例第  条

の規定に違反しているので同条例第 11条の規定により次のとおり措置を命じます。

 

１ 措 置 

 

２ 理 由 

 

 


